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良
質
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
実
現
す
る

新
し
い
公
共
事
業
の
手
法
―
―
Ｐ
Ｆ
Ⅰ

Focus
政策・制度

Ｐ※
１

Ｆ
Ｉ
と
は
、
良
質
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
よ
り
少
な
い
税
金
で
提
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
新
し
い
公
共
事
業
の
手
法
で

す
。
そ
の
特
徴
は
、
公
共
部
門
と
民
間
部

門
の
役
割
の
見
直
し
に
あ
り
ま
す
。
従
来

型
の
公
共
事
業
で
は
、
官
が
事
業
の
計
画

立
案
か
ら
執
行
ま
で
の
す
べ
て
の
活
動
を

主
体
的
に
行
い
ま
す
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
、
計

画
立
案
及
び
監
視
機
能
を
公
共
部
門
が
担

い
、
実
施
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
民
間

部
門
に
任
せ
る
も
の
で
す
。
公
共
部
門
が

計
画
立
案
し
た
事
業
に
対
し
て
、
民
間
部

門
が
知
恵
と
ア
イ
デ
ア
を
絞
り
、
設
計
か

ら
建
設
・
維
持
管
理
・
運
営
ま
で
の
一
連

の
プ
ロ
セ
ス
を
、
最
も
効
率
的
か
つ
効
果

的
に
実
施
す
る
事
業
方
法
を
考
え
実
施
す

る
も
の
で
す
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
考
え
方
は
、
公
共
事
業
に
お

け
る
従
来
の
発
注
者
重
視
の
姿
勢
を
、
利

用
者
重
視
へ
の
姿
勢
へ
と
大
き
く
転
換
さ

せ
る
画
期
的
な
手
法
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。

次
の
三
つ
の
視
点
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
支
え

る
基
本
的
な
理
念
で
す
。

（1）
納
税
者
の
た
め
の
公
共
事
業

第
一
の
視
点
は
、
事
業
が
国
民
に
対
し

て
生
み
出
す
「
価
値
」
を
最
も
重
視
す
る

こ
と
で
す
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
、
国
民
に
と
っ
て

利
便
性
が
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
安
く
提
供
す

る
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
、
国
民

の
た
め
の
公
共
事
業
を
出
発
点
と
し
て
い

ま
す
。
立
派
な
施
設
で
も
、
利
用
頻
度
が

低
く
使
い
勝
手
の
悪
い
も
の
で
あ
れ
ば
、

価
値
は
小
さ
い
と
判
断
し
ま
す
。

（2）
官
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
者

第
二
の
視
点
は
、
公
共
事
業
の
対
象
を

施
設
と
い
う
ハ
ー
ド
で
は
な
く
、
施
設
を

利
用
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
あ
る

と
捉
え
る
点
で
す
。
公
共
部
門
は
、
国
民

に
必
要
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
水
準

を
民
間
部
門
に
示
し
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
仕
様
や

維
持
管
理
・
運
営
の
方
法
な
ら
び
に
価
格

に
関
す
る
提
案
を
求
め
ま
す
。
安
く
て
質

の
高
い
効
率
的
な
事
業
提
案
を
行
っ
た
事

業
者
が
選
定
さ
れ
、
事
業
者
は
提
案
し
た

事
業
計
画
に
従
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

ま
す
。
公
共
部
門
か
ら
民
間
部
門
へ
の
支

払
い
は
、
施
設
の
購
入
費
で
は
な
く
、
サ

ー
ビ
ス
へ
の
対
価
で
す
。

（3）
官
民
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

従
来
の
公
共
事
業
で
は
、
公
共
部
門
が

詳
細
な
仕
様
書
を
作
成
し
、
民
間
部
門
は

そ
の
仕
様
書
に
忠
実
に
業
務
を
実
施
す
る

と
い
う
、「
民
は
官
の
下
請
け
」
と
の
関

係
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
は
、
公
共

部
門
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
と
政
策
目
的
に
従

っ
て
事
業
計
画
を
立
案
し
、
設
計
・
建

設
・
運
営
・
維
持
管
理
と
い
う
事
業
は
民

間
部
門
に
一
括
し
て
任
せ
る
の
が
基
本
で

す
。
官
民
は
異
な
る
強
み
と
専
門
性
を
最

適
に
組
み
合
わ
せ
る
た
め
の
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
に
な
る
の
で
す
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
具
体
的
な
目
的
は
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
な
事
業
の
指
標
で
あ
る
Ｖ※
２

Ｆ

Ｍ
を
最
大
化
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
Ｖ
Ｆ
Ｍ
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な

る
重
要
な
仕
組
み
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（1）
性※
３

能
発
注
に
基
づ
く
一
括
管
理

画
一
的
か
つ
硬
直
的
な
仕
様
を
定
め
て

価
格
競
争
を
行
う
の
で
は
な
く
、
民
間
部

門
の
ア
イ
デ
ア
を
尊
重
し
、
事
業
内
容
の

提
案
を
求
め
、
安
全
性
・
技
術
力
・
品
質

を
含
め
て
総
合
的
に
事
業
者
の
選
定
評
価

を
行
い
ま
す
。
一
つ
の
民
間
事
業
体
に
設

計
・
建
設
・
運
営
・
維
持
管
理
を
一
括
し

て
任
せ
る
こ
と
で
、
最
適
な
事
業
プ
ロ
セ

ス
が
実
現
し
効
率
性
が
高
ま
り
ま
す
。

（2）
リ
ス
ク
の
最
適
配
分

予
測
し
得
な
い
事
態
（
＝
リ
ス
ク
）
へ

の
対
応
費
用
（
＝
管
理
コ
ス
ト
）
を
細
か

く
分
析
し
、「
公
共
部
門
に
よ
る
管
理
コ

ス
ト
よ
り
民
間
部
門
の
管
理
コ
ス
ト
の
方

金
回
収
の
方
法
に
よ
り
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
は

次
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

タ
イ
プ
1

サ
ー
ビ
ス
購
入
型

公
共
部
門
の
支
払
う
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対

価
に
よ
っ
て
資
金
回
収
が
行
わ
れ
る
も
の

で
す
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
基
本
ス
キ
ー
ム
で
、

サ
ー
ビ
ス
対
価
の
支
払
基
準
を
サ
ー
ビ
ス

水
準
に
連
動
さ
せ
、
民
間
部
門
の
努
力
を

行
政
目
的
に
合
致
す
る
よ
う
誘
導
で
き
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

タ
イ
プ
2

独
立
採
算
型

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
利
用
者
（
＝
国
民
）
が

支
払
う
料
金
に
よ
っ
て
資
金
回
収
が
行
わ

れ
る
も
の
で
す
。
独
立
採
算
で
成
り
立
つ

公
共
事
業
は
少
な
く
、
駐

車
場
・
駐
輪
場
・
水
族
館

な
ど
実
績
は
わ
ず
か
で
す
。

タ
イ
プ
3

ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
型

基
本
は
利
用
料
金
に
よ

る
回
収
で
す
が
、
不
足
分

を
公
共
部
門
が
支
援
す
る

も
の
で
す
。
独
立
採
算
型

を
財
政
支
援
で
補
う
も
の

で
す
が
、
公
共
部
門
と
民

間
部
門
の
責
任
配
分
が
不

明
確
に
な
ら
な
い
よ
う
支

援
内
容
を
限
定
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
業

例
と
し
て
は
、
国
民
宿

舎
・
余
熱
利
用
施
設
・
温
泉
施
設
・
ケ
ア

ハ
ウ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

運
営
期
間
中
の
施
設
を
公
共
部
門
・
民

間
部
門
い
ず
れ
が
所
有
す
る
か
に
よ
り
、

二
つ
の
事
業
方
式
が
あ
り
ま
す
。

（1）
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式

民
間
事
業
者
が
自
ら
資
金
調
達
を
行
っ

て
施
設
を
建
設（B

u
ild

）し
、
所
有
し
な

が
ら
運
営（O

p
erate

）・
維
持
管
理
を
行

い
、
事
業
期
間
終
了
後
に
公
共
部
門
に
施

設
の
所
有
権
を
移
転（T

ran
sfer

）す
る

方
式
で
す
。
こ
れ
は
、
公
共
部
門
は
施
設

購
入
に
か
か
る
負
担
と
責
任
を
負
わ
な
い
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
本
来
の
方
式
で
す
が
、
民
間
へ
の

税
負
担（
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
・
不

動
産
取
得
税
等
）や
補
助
金
制
度
の
不
適

格
等
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

（2）
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式

民
間
事
業
者
が
自
ら
資
金
調
達
を
行
っ

て
施
設
を
建
設（B

u
ild

）後
、
施
設
の
所

有
権
を
公
共
に
移
転（T

ran
sfer

）し
、
民

間
業
者
が
運
営（O

p
erate

）・
維
持
管
理

を
事
業
期
間
終
了
時
ま
で
行
う
方
式
で
す
。

業
績
に
連
動
し
た
支
払
い
な
ど
が
困
難
に

な
る
た
め
、
英
国
で
は
活
用
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式
の
税
問
題
や
補
助
金

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
日
本
型
Ｐ
Ｆ
Ｉ

で
す
。

が
低
い
リ
ス
ク
だ
け
民
間
に
移
転
す
る
」

と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
官
民
で
責
任
分

担
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
リ
ス
ク
に
対

す
る
費
用
が
最
小
限
に
抑
制
で
き
ま
す
。

（3）
業
績
に
連
動
し
た
支
払
い

公
共
部
門
は
、
契
約
期
間
中
、
要
求
ど

お
り
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
か

監
視
し
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
支
払
う
べ

き
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対
価
を
変
更
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
質
が
低
下
し
た
場
合
に
は
サ

ー
ビ
ス
へ
の
対
価
を
減
額
し
、
業
績
の
低

下
が
長
期
化
す
る
場
合
に
は
契
約
の
変
更

や
業
者
の
入
れ
替
え
な
ど
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

ー
措
置
を
と
り
ま
す
。
こ
の
業
績
に
連
動

し
た
支
払
シ
ス
テ
ム
が
、
サ
ー
ビ
ス
水
準

を
維
持
し
て
い
く
民
間
部
門
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

(4)
競
争
原
理
の
導
入

公
共
部
門
が
要
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
水
準

を
実
現
す
る
た
め
の
効
率
的
か
つ
効
果
的

な
事
業
手
法
を
提
案
す
る
た
め
、
民
間
事

業
者
は
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
競
い
合
い
ま
す
。

こ
の
競
争
原
理
を
支
え
て
い
る
の
が
「
公

平
性
の
原
則
」
と
「
透
明
性
の
原
則
」
で

あ
り
、
徹
底
し
た
情
報
公
開
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

民
間
事
業
者
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
必

要
な
施
設
整
備
を
行
い
ま
す
が
、
こ
の
資

PFIの事業スキーム

Ｐ
Ｆ
Ⅰ
と
は

Ｐ
Ｆ
Ⅰ
の
理
念

※3：性能発注 公共部門が要求するサービスの内容や水準を明示し、その
達成方法について民間部門から自由に提案を求める発注方
式です。従来の公共部門が作成した詳細な仕様書に従って
できるだけ安い実施方法を求める仕様発注とは異なります。

※2：VFM Value For Moneyの略で「国民が投じたお金（Money）に
対する対価（Value）」を表わす概念です。PFIは、この「単
位当たり投資額の価値」であるVFMの最大化、言い換えると
納税者にとっての価値の最大化を目的としています。

※1：PFI Private Finance Initiativeの略で1992年英国で生まれました。国
民に良質なサービスを安く提供するためには、民間部門（Private）
の経営ノウハウや資金（Finance）を活用することが有効であるとの
考えにより、英国政府の政策（Initiative）として導入されたもので
す。

金融機関 

サービス提供 

融資 

返済 

サービスへの対価 

利用者 

利用者 

公共部門 

■タイプ2：独立採算型 

（利用料金のないケース） 

■タイプ1：サービス購入型 

（利用料金のあるケース） 

金融機関 

サービス提供 

サービス提供 

融資 

返済 

サービスへの対価 

利用料金 

公共部門 

公共部門 

民間(SPC)

民間(SPC)

民間(SPC)

金融機関 

サービス監視 

サービス提供 

サービス提供 

利用料金 

＊利用料金 

＊「公の施設」の場合、料金は公共部門を経由して民間（SPC）に支払われる 

融資 

返済 

利用者 

■タイプ3：ジョイントベンチャー型 

公共部門 

民間(SPC) 金融機関 

サービス監視＋財政支援等 

融資 

返済 

Ｖ
Ｆ
Ｍ
を
生
み
出
す
原
動
力

Ｐ
Ｆ
Ⅰ
の
事
業
ス
キ
ー
ム

Ｐ
Ｆ
Ⅰ
の
事
業
方
式

※１：複数の企業の出資により新たに設立される特別目的会社（Special
Purpose Company）で、PFI事業以外の投資は行わず、PFIの契約期間が終了
すれば解散する株式会社です。
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六
甲
山
系
に
お
い
て
、

六
甲
山
エ
リ
ア
と
摩
耶
山

エ
リ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

の
観
光
群
を
な
し
て
い
ま

す
。
六
甲
山
エ
リ
ア
の
施

設
は
ほ
と
ん
ど
が
阪
神
電

鉄
な
ど
民
間
系
の
施
設
で

あ
る
の
に
対
し
、
摩
耶
山

エ
リ
ア
に
あ
る
施
設
は
大

半
が
市
の
施
設
で
す
。
し

か
し
、
震
災
後
、
七
百
万

人
以
上
で
あ
っ
た
観
光
客

が
五
百
万
人
に
減
少
、
市
街
地
の
復
興
が

進
ん
で
も
山
の
観
光
客
は
戻
っ
て
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

市
民
に
と
っ
て
も
身
近
な
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
で
あ
る
両
エ
リ
ア
を
ど
の

よ
う
に
活
性
化
す
べ
き
か
、
平
成
十
一
年

八
月
、
今
後
の
六
甲
・
摩
耶
地
区
の
活
性

化
の
方
向
付
け
を
行
う
た
め
「
六
甲
・
摩

耶
活
性
化
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
、
学
識

14

先
進
的
P
F
I
事
業

Focus
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昭
和
三
十
二
年
、
神
戸
市
交
通
局
の

保
養
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
、
昭
和
四

十
五
年
に
は
、
一
部
増
築
し
て
神
戸
市

立
国
民
宿
舎
に
変
更
、
市
の
外
郭
団
体

に
運
営
を
委
託
し
て
い
た
「
摩
耶
ロ
ッ

ジ
」。
延
床
面
積
七
百
坪
、
百
二
十
人

収
容
、
全
館
和
室
、
共
同
ト
イ
レ
・
共

同
浴
場
の
施
設
は
、
阪
神
大
震
災
に
よ

る
ケ
ー
ブ
ル
・
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
の
不
通

に
伴
う
稼
働
率
の
低
下
も
あ
り
、
平
成

八
年
三
月
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
神
戸
市
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
・

ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
の
復
旧
に
合
わ
せ
、
観

光
施
設
と
し
て
は
最
後
の
震
災
復
旧
事

業
と
し
て
、
平
成
十
三
年
七
月
、
P
F
I

の
手
法
を
取
り
入
れ
て
ロ
ッ
ジ
を
再
建
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

再
建
前
は
修
学
旅
行
客
が
利
用
者
の

中
心
で
し
た
が
、
再
建
後
は
三
〇
〜
五

〇
代
の
女
性
に
顧
客
を
想
定
し
ま
し
た
。

南
欧
風
の
洒
落
た
建
物
と
本
格
派
イ
タ

リ
ア
料
理
の
魅
力
で
想
定
の
枠
を
超
え

た
幅
広
い
世
代
の
リ
ピ
ー
タ
ー
を
獲
得

し
、
初
年
度
の
客
室
稼
働
率
は
五
六
・

五
％
で
し
た
。
海
側
と
比
べ
る
と
立
ち

遅
れ
た
感
の
あ
る
山
側
観
光
の
整
備
や

六
甲
・
摩
耶
地
区
活
性
化
の
拠
点
と
し

て
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

全
国
初
の
観
光
施
設
P
F
I
事
業
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
、
神
戸
市
国
民

宿
舎
「
オ
テ
ル
・
ド
・
摩
耶
」
を
と
り

あ
げ
ま
す
。

女性客を想定しながら
も、山を愛する市民の憩
いの施設として、神戸の
洒落たオーベルジュを目
指して建設された

大都市を背景とした好立地だが、それだけ
に民間施設と観光客を競う厳しさもある

阪
神
大
震
災
復
興
に
挑
ん
だ

全
国
初
の
観
光
施
設
P
F
I
事
業

神
戸
市
国
民
宿
舎
「
オ
テ
ル
・
ド
・
摩
耶
」

国立公園 

三　宮 

六　甲 

六甲道 

新在家 御　影 大　石 

王子公園 

灘 

阪　急 

Ｊ　Ｒ 

阪　神 
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摩耶ケーブル駅 

六甲 
ケーブル下駅 

天狗岩 

石切道 

有馬駅 
有馬温泉 

六甲山（人工） 
スキー場 

六甲山最高峰 
931m

六甲山 
カンツリー 
ハウス 

六甲山頂 
カンツリー駅 

裏六甲 
ドライブ 
ウェイ 

チーズ館 

六甲山牧場 

記念碑台 
穂高湖 

摩耶山 
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自然観察園 
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植物園 
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新神戸 
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ホテル 
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北野異人館街 
　北野町 

布引貯水池 

市ヶ原 

風の丘駅 

布引の滝 

布引 
ハーブ園駅 

布引 
ハーブ園 

地獄谷道 

天狗道 

星の駅 
掬星台 
きくせいだい 

まや 
ロープウェイ 

虹の駅 

六甲山 
ホテル 六甲 

スカイヴィラ 神戸ゴルフ 
クラブ 

山上駅 
表六甲 
ドライブウェイ 

六甲 
オリエンタル 
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ロ
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ロ
ー
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六
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六
甲
ケ
ー
ブ
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ブ
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道 
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狗
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カ
ス
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オテル・ド・摩耶 オテル・ド・摩耶 

加
え
て
、「
ア
ス
リ
ー
ト
タ
ウ
ン
構
想
」

を
推
進
す
る
神
戸
市
に
と
っ
て
、
登
山
が

盛
ん
な
摩
耶
山
エ
リ
ア
は
同
構
想
を
実
現

す
る
場
で
も
あ
り
、「
山
上
の
魅
力
あ
る

施
設
、
さ
ら
に
市
民
の
健
康
づ
く
り
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
施
設
と
し
て
摩
耶
ロ
ッ
ジ
は

復
旧
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
そ
の

手
法
の
検
討
を
始
め
ま
し
た
。

神戸市 

兵庫県 

兵
庫
県

神
戸
市

経
験
者
や
地
元
住
民
に
広
く
意
見
を
求
め

ま
し
た
。
神
戸
市
で
は
、
研
究
会
の
提
言

に
基
づ
き
、
ま
ず
摩
耶
エ
リ
ア
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
確
保
と
し
て
、「
神
戸
市
都
市
整

備
公
社
」
を
事
業
主
体
と
し
た
「
ま
や
ケ

ー
ブ
ル
・
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
」
の
復
旧
を
決

定
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ア
ク
セ
ス
の
復
旧
に
あ
た
り

山
上
の
魅
力
付
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

神戸市生活文化観光局　観光交流課　係長

宮道成彦さん

１

事
業
の
経
緯

整備スケジュール
平成12年 8月 実施方針、特定事業の選

定、募集要項配布、現地
説明会

9月 提案書受付
10月 事業者選定審査委員会1

回目・2回目、事業者選
定

11月 仮契約書締結
12月 契約書締結

平成13年 1月 環境省より変更に係わる
同意、工事着工

3月 グラスハウス竣工
7月 グランドオープン

契約期間
平成13年7月～平成33年3月

▲
▲

表1 オテル・ド・摩耶PFI導入の時のスケジュール

し
か
し
、
震
災
復
興
等
で
市
の
財
政
が

厳
し
か
っ
た
た
め
、
経
費
削
減
が
可
能
と

い
わ
れ
て
い
た
P
F
I
事
業
導
入
の
検
討

に
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
市

の
産
業
振
興
局
長（
現
助
役
）が
国
の
P
F

I
推
進
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
P
F

I
事
業
制
度
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
効

を
奏
し
ま
し
た
。「
先
進
的
な
事
業
で
あ
る

P
F
I
導
入
に
は
庁
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
得
る
の
が
難
し
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、
神
戸
市
の
場
合
、
先
進
事
業
に
精

通
し
た
ト
ッ
プ
の
英
断
が
P
F
I
事
業
を

促
進
し
ま
し
た
。（
表
１
参
照
）

オ
テ
ル
・
ド
・
摩
耶
の
建
設
に
あ
た
っ

て
は
、
単
な
る
国
民
宿
舎
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
六
甲
・
摩
耶
全
体
の
賑
わ
い
を
取

2

基
本
理
念
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赤
字
で
あ
っ
た
た
め
、
実
質
的
な
V
F
M

は
か
な
り
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（2）
一
括
発
注
制
度
の
効
果

「
設
計
＋
建
設
＋
運
営
」
を
一
括
に
発
注

す
る
た
め
、
運
営
方
針
に
そ
っ
た
施
設
建

設
が
実
現
で
き
た
こ
と
で
す
。
従
来
の
方

法
で
あ
れ
ば
、
施
設
建
設
後
に
運
営
方
法

を
検
討
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
今
回
は
、
施
設
の
設
計
に
運
営
会

社
で
あ
る
ジ
ェ
イ
コ
ム
の
意
向
が
強
く
反

映
さ
れ
た
た
め
、
ソ
フ
ト
を
生
か
す
ハ
ー

ド
が
無
駄
な
く
建
設
で
き
た
と
考
え
て
い

ま
す
。

（3）

民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用

前
述
の
一
括
発
注
と
も
関
係
し
ま
す
が
、

特
に
こ
う
い
う
観
光
施
設
の
場
合
、
最
初

に
想
定
す
る
戦
略
に
民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ

ウ
が
活
か
せ
た
こ
と
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

で
す
。
利
用
者
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
）
の
絞
り

込
み→

利
用
方
法
の
想
定→

サ
ー

ビ
ス
内
容
の
確
定→

施
設
の
雰
囲

気
の
想
定→

外
観
イ
メ
ー
ジ
の
決

定
な
ど
、
民
と
官
が
そ
れ
ぞ
れ
得

意
分
野
の
知
恵
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
出

し
合
え
る
こ
と
が
P
F
I
事
業
の

最
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
特
に
、
小
規
模
の
事
業

で
は
、
資
金
の
効
率
化
以
上
に
活

か
す
べ
き
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

(4)

官
民
に
よ
る
リ
ス
ク
分
散

P
F
I
事
業
の
特
徴
と
し
て
、
契

約
書
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
非
常
に
細
か
な
こ
と
ま
で
契

約
書
に
記
載
す
る
の
で
一
見
面
倒

と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
将
来
起

こ
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
誰
が
何
を

背
負
う
の
か
を
明
確
に
取
り
決
め

導
入
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
民
間
事
業

者
と
の
間
に
問
題
が
な
か
っ
た
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

国
民
宿
舎
と
し
て
は
、
多
く
の
人
の
ニ
ー

ズ
を
広
く
浅
く
満
た
す
べ
き
と
い
う
公
共

性
も
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
長
期
に
わ
た
り

健
全
な
運
営
を
行
う
た
め
に
は
、
ま
ず
顧

客
と
し
て
女
性
に
支
持
さ
れ
る
施
設
で
あ

る
べ
き
だ
と
す
る
民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
と

の
調
和
な
ど
、
従
来
型
の
考
え
を
改
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

建
て
前
の
公
共
性
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
中
途

半
端
な
施
設
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

他
に
も
、
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
的
な
コ
ン
セ

プ
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
不
安

も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
細
や
か
な
点
に
気
が
つ

く
女
性
の
視
点
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
、

気
持
ち
よ
く
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る

施
設
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
や
口
コ
ミ
で

幅
広
い
層
に
評
判
と
な
り
、
結
果
的

に
性
別
や
世
代
を
問
わ
ず
、
多
く
の

人
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

主
人
公
は
、
P
F
I
事
業
契
約
者

で
あ
る
「
神
戸
市
」
と
「
鹿
島
建
設
」、

そ
し
て
運
営
会
社
で
あ
る
「
ジ
ェ
イ

コ
ム
」
で
、
二
十
年
間
の
B
T
O
事

業
で
す
。（
図
1
参
照
）

16

り
戻
す
た
め
の
集
客
に
つ
な
が
る
施
設
と

し
て
、
ま
た
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
楽
し

む
市
民
の
サ
ポ
ー
ト
施
設
と
し
て
の
機
能

も
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
市
民
の
山
と

し
て
活
気
を
取
り
戻
し
、
多
く
の
観
光
客

を
呼
び
戻
す
た
め
に
は
、
こ
こ
が
六
甲
・

摩
耶
の
情
報
を
発
信
し
て
い
く
場
に
な
る

こ
と
も
必
要
で
し
た
。

そ
し
て
、
①
観
光
施
設
に
関
す
る

経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
、
②

経
費
削
減
、
こ
の
両
方
を

狙
っ
て
P
F
I
事
業
を

て
お
く
こ
と
で
、
責
任
あ
る
行
動
が
期
待

で
き
る
と
と
も
に
、
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
望
ま
し
い
利
用
状
況
に
な
ら

な
か
っ
た
場
合
の
リ
ス
ク
は
事
業
者
が
負

い
ま
す
が
、
市
は
業
務
改
善
の
勧
告
が
で

き
、
従
わ
な
い
場
合
は
、
委
託
料
の
減
額

も
可
能
で
す
。
逆
に
、
物
価
が
大
き
く
上

昇
し
、
宿
泊
料
金
が
相
場
に
合
わ
な
い
場

合
は
、
事
業
者
か
ら
市
に
対
し
、
宿
泊
料

金
を
改
定
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
表
2
参
照
）

（5）

入
札
制
度
の
厳
正
化
・
公
開
化

情
報
公
開
や
説
明
責
任
な
ど
、
行
政
の

（1）

資
金
の
効
率
化

今
回
の
P
F
I
事
業
で
は
、「
設
計
＋

建
設
」
で
五
億
円
を
費
や
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
官
の
仕
様
に
よ
り
、
設
計
、

建
設
、
運
営
を
分
割
発
注
す
る
従
来
型
の

場
合
よ
り
も
効
率
的
に
な
り
、
運
営
経
費

も
含
め
て
、
従
来
型
の
建
設
で
第
三
セ
ク

タ
ー
が
運
営
し
た
場
合
に
比
べ
て
六
％
の

V
F
M
（
十
二
頁
参
照
）
が
算
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
三
セ
ク
タ
ー
が
利
用
料
金
制

度
で
運
営
す
る
想
定
（
収
支
ゼ
ロ
）
で
算

出
し
た
た
め
少
し
低
め
で
す
が
、
以
前
は

透
明
性
が
要
請
さ
れ
る
今
日
、
P
F
I
事

業
に
お
け
る
競
争
入
札
制
度
は
、
発
注
仕

様
書
に
よ
る
業
者
の
一
般
公
募
、
民
間
事

業
者
の
企
画
書
及
び
そ
の
評
価
の
公
開
を

通
じ
て
、
今
後
の
開
か
れ
た
入
札
制
度
の

あ
り
方
を
示
す
一
例
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

（1）

予
想
を
上
回
る
利
用
者
数

平
成
十
三
年
七
月
の
オ
ー
プ
ン
か
ら
一

年
間
の
運
営
状
況
は
、
下
記
の
通
り
で
す
。

4

事
業
の
メ
リ
ッ
ト

5

事
業
の
成
果

神戸市 アドバイザー 
さくら総合研究所 

運営会社 
ジェイコム 

建設会社 
鹿島 

利用者 

金融機関 

①整備費用 
　（2,500万円／年× 
　　　　　20年間＝5億円） 
②維持管理・運営費用 
　（＝宿泊使用料相当額） 
③目的外使用許可（20年間） 

①設備（設計、施工、管理等） 
②維持管理・運営 
　（保守管理、警備、清掃、利用受付、 
　宿泊使用料徴収、企画運営等） 
③目的外使用 
　（体験学習事業、 
　飲食・物販・入浴事業等） 日本政策投資銀行から 

50％・市井銀行から50％の 
事業資金調達 

業務委託 
（維持管理・運営） 

サービス提供 
飲食・物販・入浴料 
体験学習受講料 

工事発注 

PFI事業者 
鹿島 

アドバイザー 
契約 

融資 

元利返済 

宿
泊
使
用
料 

PFI事業契約 

管　理 
運営者 

設　計 
整　備 

共　通 

段　階 種類 内容 
負担者 
市 事業者 
○ ○ 
○ ○ 
○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 

設計及び後期の変更、 
工事費等の増大 

物価 急激な物価の変動 
大規模な災害等による負担増・建設中止 

市の条例・規則の変更 
上記以外の場合 
市の責任による遅延・中止 
民間事業者の責任による遅延・中止 
民間業者の事業法規・破綻 
施設整備に関する住民反対運動、訴訟 
施設利用者からの苦情、訴訟 

再整備・維持管理・運営において 
第三者に損害を与えた場合 

急激な金利の変動 
仕様の不適合 

再整備・維持管理・運営における 
安全性及び周辺環境の保全 

施設の整備における保険及び維持管理・ 
運営期間中のリスクを保証する保険 

落選時の応募コストの負担 
工事中の事故・火災等による損害 
市の提示条件の変更 
上記以外の場合 
必要な資金の調達 

民間事業者が実施した測量・現地調査・ 
設計の不備・誤り 

市の責任による事業内容の変更 
利用者の減少、競合施設の増加 
事故・火災による施設の損傷 
施設の改修 
工事遅延・未完工による開業の遅延 

急激な物価の変動や市の責任による事業内 
容の変更以外の要因による運営費の増大 

不可抗力 
募集要項の誤りによるもの 募集要項の誤り 

法令等の変更 

事業の中止・延期 

住民問題 

金利 

第三者賠償 

性能・サービス水準 

安全性の確保・環境の 
保全 

保険 

応募コスト 

計画変更 
市場環境の変化 
施設の損傷 
施設の改修 
開業の遅延 

運営費の増大 

工事中の事故等 

資金調達 

測量調査等の誤り 

図1 神戸ロッジ整備等PFIの事業スキーム

表2 リスク分担表

日本三大夜景の一つ
神戸の壱千万ドルの夜景

3

事
業
の
仕
組
み

宿泊以外に本格イタリア料理を楽しむためだけに訪れる人も多い

初
年
度
の
夏
期
は
開
業
景
気
も
あ
り
、

平
日
も
含
め
ほ
ぼ
満
室
に
近
い
客
室
稼
働

率
で
し
た
。
一
、
二
月
の
落
ち
込
み
も
予

測
範
囲
内
で
、
初
年
度
の
客
室
稼
働
率
・

収
支
は
と
も
に
事
業
コ
ン
ペ
提
案
時
の
当

初
予
測
を
ク
リ
ア
で
き
ま
し
た
。
二
年
目

は
落
ち
着
い
た
利
用
状
況
で
し
た
が
、
三

年
目
に
入
り
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
え
、
初
年

度
以
上
の
好
調
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

（2）

マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
情
報
発
信

今
年
六
月
二
十
八
日
付
け
の
日
経
プ
ラ

ス
ワ
ン
で
「
専
門
家
お
薦
め
国
民
宿
舎
」

の
No.
1
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
七
月
に

女
性
向
の
地
元
情
報
誌
「
S
A
V
V
Y
」

に
「
私
の
お
気
に
入
り
」
と
し
て
掲
載
さ

●利用者数
・宿　　泊

13,328人
・外来利用

15,678人

●客室稼働率
56.5％

●宿泊利用率
50.2％

※宿泊利用率は全国216
施設中21位相当です。



が
好
評
で
あ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影
響

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
オ
テ
ル
・
ド
・

摩
耶
が
好
調
で
あ
る
こ
と
が
「
六
甲
・
摩

耶
活
性
化
」に
波
及
し
て
い
る
こ
と
が
何

よ
り
の
事
業
成
果
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(4)

六
甲
有
馬
観
光
特
区
へ
発
展

こ
の「
六
甲
・
摩
耶
活
性
化
」
を
さ
ら
に

推
進
す
る
た
め
に
、
平
成
十
五
年
十
一
月

二
十
八
日
、
六
甲
・
摩
耶
に
有
馬
温
泉
を

加
え
た
地
域
を
対
象
に
、
観
光
特
区
の
認

定
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
遊
休
保
養
所
の

利
活
用
を
促
進
し
、
国
立
公
園
内
で
の
集

客
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
た
め
、
①
健
康

保
険
組
合
所
有
の
保
養
所
に
関
す
る「
保

養
所
の
用
途
廃
止
後
か
ら
売
却
ま
で
の
間

の
賃
貸
の
可
能
化
」
と
、
②
「
国
立
・
国
定

公
園
に
お
け
る
自
然
を
活
用
し
た
催
し
の

容
易
化
事
業
」
を
規
制
の
特
例
と
し
た
内

容
で
す
。
特
例
を
活
か
し
た
集
客
事
業
を
、

今
後
さ
ら
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

国
民
宿
舎
と
い
う
公
の
施
設
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
宿
泊
使
用
料
は
条
例
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
た
め
、
民
間
事
業
者
が
、
提
供

す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
応
じ
て
、
自
由
に

価
格
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
。

加
え
て
、
国
立
公
園
内
に
あ
る
国
民
宿

舎
と
い
う
こ
と
で
、
看
板
の
掲
示
や
外
観

の
制
限
な
ど
が
あ
り
、
民
間
事
業
の
戦
略

を
実
施
し
て
い
く
に
は
、
自
然
公
園
法
な

ど
の
法
的
規
制
と
の
調
整
も
課
題
と
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
将
来
の
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
の
変

化
に
対
応
し
た
施
設
整
備
、
特
に
大
規
模

修
繕
へ
の
対
応
が
課
題
と
し
て
残
っ
て
い

ま
す
。

（1）

先
進
事
例
研
究
の
重
要
性

P
F
I
事
業
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、

先
進
事
例
な
ど
を
通
じ
て
、
各
事
業
者
の

役
割
分
担
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

地
元
の
弁
護
士
や
税
理
士
な
ど
の
専
門
家

と
委
員
会
を
組
織
す
る
の
も
効
果
的
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（2）

小
規
模
事
業
で
も
可
能

一
般
に
大
型
事
業
の
方
が
V
F
M
が
大

き
く
な
り
P
F
I
事
業
に
有
利
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
小
規
模
事
業
で
も
対
応

可
能
で
す
。
む
し
ろ
、
小
規
模
で
あ
れ
ば
、

地
元
企
業
の
参
加
が
容
易
と
な
り
、
地
元

貢
献
度
の
高
い
P
F
I
事
業
が
期
待
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（3）

指
定
管
理
者
制
度
の
活
用

今
年
九
月
か
ら
、
施
設
管
理
に
関
す
る

指
定
管
理
者
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

P
F
I
事
業
に
限
ら
ず
、
効
率
的
な
施
設

管
理
に
は
、
こ
の
制
度
の
有
効
活
用
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

(4)

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
民
間
活
力

P
F
I
事
業
は
官
民
が
そ
れ
ぞ
れ
得
意

分
野
を
担
当
す
る
事
業
で
、
民
間
へ
の
過

度
の
依
存
、
あ
る
い
は
民
間
へ
の
リ
ス
ク

の
押
し
付
け
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
官
と
民
が
一
体
と
な

っ
て
事
業
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
窓

口
の
一
本
化
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
以
外
に
も
、

日
頃
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く

信
頼
関
係
が
重
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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れ
た
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
利
用
客
の
増
加

を
招
い
て
い
る
と
い
っ
た
好
循
環
が
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
オ
テ
ル
・

ド
・
摩
耶
」
の
発
信
に
と
ど
ま
ら
ず
、
副

次
的
に
期
待
し
て
い
た
「
六
甲
・
摩
耶
全

体
の
情
報
発
信
」
と
い
う
面
に
も
つ
な
が

り
、
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
で
「
オ
テ
ル
・

ド
・
摩
耶
」「
六
甲
・
摩
耶
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（3）

六
甲
山
活
性
化
を
刺
激

阪
神
電
鉄
が
約
八
億
円
の
事
業
費
を
か

け
、
六
甲
山
再
開
発
に
取
り
組
み
、
平
成

十
五
年
四
月
十
八
日
に
「
六
甲
ガ
ー
デ
ン

テ
ラ
ス
」
と
し
て
、
洒
落
た
カ
フ
ェ
・
レ
ス

ト
ラ
ン
・
ス
ー
ベ
ニ
ア
シ
ョ
ッ
プ
・
プ
ロ
ム
ナ

ー
ド
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
間
接
的
な

効
果
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
神

戸
市
が
施
設
整
備
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に

加
え
、
オ
テ
ル
・
ド
・
摩
耶
の
コ
ン
セ
プ
ト

月の見える展望ジャグジー

7

P
F
I
事
業
を

検
討
し
て
い
る

自
治
体
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

オテル・ド・摩耶を支える人たち

庭
先
を
お
掃
除
し
て
い
た
と
き
に
お

会
い
し
た
年
配
の
ご
夫
婦
か
ら
、「
普
段

は
洋
食
は
い
た
だ
か
な
い
の
で
す
が
、

こ
こ
の
イ
タ
リ
ア
ン
だ
け
は
月
二
回
、

ご
馳
走
に
な
り
に
来
る
ん
で
す
よ
。
空

気
も
き
れ
い
で
、
夜
景
も
素
晴
ら
し
い
」

と
お
聞
き
し
た
と
き
は
、
本
当
に
嬉
し

か
っ
た
で
す
。
料
理
は
イ
タ
リ
ア
ン
に

特
化
し
ま
し
た
が
、
お
客
様
は
特
定
層

に
特
化
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
お
話

し
た
ご
年
配
の
ご
夫
婦
は
七
〇
歳
を
超

え
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
摩
耶
山
は
、
六
甲
山
に
隠
れ
て

ち
ょ
っ
と
地
味
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で

も
復
興
さ
せ
る
と
き
に
「
女
性
に
優
し

い
施
設
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
女
性
だ
か

ら
こ
そ
気
付
く
女
性
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
た
こ
と
で
皆
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
さ
な
お
子
様
を
お
連
れ
に
な
っ
て
も

大
丈
夫
、「
オ
ム
ツ

替
え
」
の
用
意
も
あ

る
ん
で
す
よ
。
国
民

宿
舎
と
い
う
と
宿
泊

が
中
心
だ
っ
た
ん
で

す
が
、「
お
い
し
い

イ
タ
リ
ア
ン
を
食
べ

に
い
こ
う
」
と
ラ
ン

チ
に
来
て
い
た
だ
い

て
も
、「
ち
ょ
っ
と

出
か
け
て
行
っ
て
い
い
空
気
を
味
わ
お

う
」
と
散
歩
に
来
て
い
た
だ
い
て
も
、

ご
満
足
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
努
め
て

い
ま
す
。

ハ
ー
ブ
バ
ス
や
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転

車
の
貸
し
出
し
、
タ
ク
シ
ー
プ
ラ
ン
な

ど
、
民
間
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し

て
い
く
こ
と
に
、
神
戸
市
は
本
当
に
協

力
的
で
、
従
来
の
「
官
」
と
い
う
堅
い

感
じ
は
し
な
い
で
す
ね
。
思
っ
た
こ
と

を
す
ぐ
に
提
案
で
き
る
、
文
書
な
ど
要

求
さ
れ
な
い
、
こ
の
気
軽
さ
が
何
よ
り

で
す
。
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
を
実
行
し
て

い
く
た
め
に
皆
で
頑
張
っ
て
い
る
、
そ

う
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
オ
テ
ル
・
ド
・
摩
耶
に
は
、
高
級

な
ア
メ
ニ
テ
ィ
グ
ッ
ズ
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

人
目
を
引
く
装
飾
品
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
マ
イ
ン
ド
サ
ー
ビ

ス
が
見
え
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

国
民
宿
舎
と
い
え
ば
、
料
金
の
安
い

公
共
の
宿
、
和
食
が
定
番
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
民
宿
舎
で

ど
う
や
っ
て
魅
力
を
創
り
出
そ
う
か
考

え
た
末
、「
自
分
の
持
ち
味
を
出
す
し
か

な
い
、
個
人
レ
ス
ト
ラ
ン
の
延
長
で
い

こ
う
」
と
決
心
し
ま
し
た
。
こ
の
摩
耶

ロ
ッ
ジ
に
は
四
十
年
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
ン
だ
け
と
な
る
と

離
れ
て
い
か
れ
る
フ

ァ
ン
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
。
で
も
、

本
当
に
お
い
し
い
イ

タ
リ
ア
ン
で
新
し
く

フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い

た
だ
い
た
お
客
様
を

大
切
に
し
て
い
こ
う
、

そ
う
考
え
た
の
で
す
。

メ
ニ
ュ
ー
は
イ
タ

リ
ア
ン
だ
け
で
す
が
、

「
素
材
の
好
き
嫌

い
」、「
塩
分
な
ど

の
味
付
け
」、
特

に
「
ア
レ
ル
ギ
ー

へ
の
対
応
」
な
ど
、

お
客
様
の
個
別
の

ご
要
望
に
で
き
る

だ
け
お
応
え
し
て

い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
宿
泊
予
約
の
際
に
も
料
理
に
関

す
る
細
か
な
ご
要
望
を
聞
き
取
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
に
も
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
秋
や
冬
の
感
謝
祭
に
は
、

ホ
ー
ル
で
ワ
ゴ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
、

お
客
様
へ
の
料
理
の
取
り
分
け
を
す
る

な
ど
、「
顔
の
見
え
る
シ
ェ
フ
」
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

知
人
を
迎
え
る
よ
う
に

お
客
様
を
お
迎
え
し
た
い

お
客
様
の
ご
要
望
に
お
応
え
し
ま
す

オテル・ド・摩耶
広報促進マネジャー

西田晴江さん

オテル・ド・摩耶
料理長

奥野俊彦さん

6

事
業
の
課
題

今年9月2日、改正地方自治法が施行さ
れ、「公の施設」を地方公共団体の指定
を受けた「指定管理者」が管理を実施で
きるようになりました。指定管理者は議
会決定があれば特段の制約を設けない
というものであり、株式会社でも議会決
定があれば指定業者になれるようにな
りました。「官から民」への構造改革推進
の一手法といわれています。

指定管理者制度

コラム

お問い合わせ先 オテル・ド・摩耶　〒657-0105 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2丁目8 電話 078-862-0008
e-mail  hotel-de-maya@basil.ocn.ne.jp   URL   http://www.hotel-de-maya.com


